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津市告示第２４７号 

 下記の者の市民税・県民税督促状は、住所居所不明のため、送達することが

できないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１１月１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○ ○○○○○○ ○○

○○○ ○○○ ○

○○○○○ 

市民税・県民税督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２４８号  

 下記の者の国民健康保険料督促状は、住所居所不明のため、送達することが

できないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準

用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示

送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１１月６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

平成２３年度、平成

２４年度及び平成２

５年度国民健康保険

料督促状 



津市告示第２４９号 

 下記の者の平成２５年度後期高齢者医療保険料額決定通知書及び後期高齢者

医療保険料納入通知書は、 住所居所不明等のため送達することができないので 

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条によ

り準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により

公示送達する。                             

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。       

  平成２５年１１月８日                       

                      津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 備考 

○○○○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 
○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○

○○○○○○○○○ 
○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○ 
○○ ○○○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○

○○○○ 
○○ ○○○ 



○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○○○

○○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○ 
○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市告示第２５０号 

 下記の者の平成２５年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１１月８日 

                     津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○ 



津市告示第２５１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２５年１１月８日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津なぎさまち地内 ３０ 平成２５年１０月 ３日 

夢が丘地内 １ 平成２５年１０月 ３日 

万町津地内 １ 平成２５年１０月 ３日 

緑が丘地内 １ 平成２５年１０月 ４日 

栄町地内 １ 平成２５年１０月 ４日 

安濃町川西地内 １ 平成２５年１０月１６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１０月１７日 

津リージョンプラザ １３ 平成２５年１０月１７日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１０月１８日 

緑が丘地内 １ 平成２５年１０月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１０月２１日 

津駅西第一公共自転車等駐車場 ４３ 平成２５年１０月２２日 

津駅西第二公共自転車等駐車場 ２４ 平成２５年１０月２２日 

津駅西第三公共自転車等駐車場 ６ 平成２５年１０月２２日 

野田地内 １ 平成２５年１０月２２日 

相生町地内 １ 平成２５年１０月２２日 

一身田上津部田地内 １ 平成２５年１０月２４日 

片田町地内 １ 平成２５年１０月２４日 

西丸之内地内 ３ 平成２５年１０月２５日 

江戸橋地内 １ 平成２５年１０月２５日 

上浜町地内 １ 平成２５年１０月２５日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１０月２８日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１０月２８日 



津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１０月２９日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２５年１０月３１日 

高茶屋小森町地内 ５ 平成２５年１０月３１日 

青葉台地内 １ 平成２５年１０月３１日 

庄田町地内 １ 平成２５年１０月３１日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２５２号 

 津市休日応急・夜間こども応急クリニック、津市久居休日応急診療所及び津

市夜間成人応急診療所の使用料及び手数料の徴収事務の一部を次の者に委託し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規

定により告示する。 

平成２５年１１月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

津市休日応急・夜間こども応急クリニック 

受託者 

服部 夫佐代

小野寺 香里

元坂 いく子

岡本 陽子

中林 みち代

森 智重美

末松 和子

池田 千恵子

島田 成美

家城 介子

津市久居休日応急診療所 

受託者 

岡本 陽子

中林 みち代

中村 美穂

森 智重美

末松 和子

津市夜間成人応急診療所 

受託者 

服部 夫佐代



小野寺 香里

元坂 いく子

岡本 陽子

中林 みち代

森 智重美

末松 和子

池田 千恵子

島田 成美

家城 介子



津市告示第２５３号  

 下記の者の充当通知書は、住所居所不明のため、送達することができないの

で、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）第７８条により準用する地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１１月１４日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 
送達を受けるべき 

文書 

○○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○ 
○○ ○○○ 充当通知書 



津市告示第２５４号 

平成２６年産の麦に適用する単位当たり共済金額等を、津市農業共済条例（平

成１８年津市条例第１８５号）第３７条第２項の規定により次のとおり告示す

る。 

平成２５年１１月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

農作物共済（麦）共済掛金率等一覧表

農作物

共済の

共済目

的の種

類等

農作物共済の種

別

法第 107条第４項の規
定による危険段階別

単位当たり共済

金額（円／㎏）

共済掛

金率

共済加入

者負担共

済掛金率

麦１類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

１ 危険段階基準共済

掛金設定要領（以

下「要領」という。）

により算出した平

成 10 年産から平
成 23 年産までの
麦の被害率の平均

が 11.4％以上の農
作物共済加入者

交付農業者

●パン・中華麺

171 円
●パン・中華麺以外

123 円
交付農業者以外

26 円
種子用麦

190 円

7.940 3.771500

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

6.690 3.177750

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

5.943 2.822925

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.129 2.436275

５ 要領により算出し 3.970 1.885750



た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

5.952 2.827200

100
分の

40 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 5.810 2.812040

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

4.895 2.369180

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

4.348 2.104432

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.753 1.816452

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.905 1.406020

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

4.355 2.107820



なる者

100
分の

50 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 4.053 2.022447

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

3.415 1.704085

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

3.033 1.513467

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

2.618 1.306382

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.026 1.010974

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

100
分の

20 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 8.576 4.056448



物共済 ２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

7.226 3.417898

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

6.419 3.036187

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.540 2.620420

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.288 2.028224

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

6.429 3.040917

100
分の

30 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 5.651 2.740735

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

4.761 2.309085

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
4.230 2.051550



ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.650 1.770250

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.825 1.370125

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

4.236 2.054460

100
分の

40 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 3.463 1.731500

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

2.918 1.459000

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

2.592 1.296000

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

2.237 1.118500



平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

1.732 0.866000

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 11.504 5.372368

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

9.693 4.526631

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

8.611 4.021337

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

7.432 3.470744

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

5.752 2.686184



入者

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

8.624 4.027408

100
分の

20 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

同上 8.167 3.879325

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

6.881 3.268475

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

6.113 2.903675

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.275 2.505625

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.083 1.939425

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

6.122 2.907950

100
分の

30 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

同上 5.317 2.594696



平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

4.480 2.186240

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

3.980 1.942240

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.435 1.676280

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

2.659 1.297592

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

― 8.710 4.119830

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作

7.339 3.471347



物共済加入者

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

6.519 3.083487

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

5.626 2.661098

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

4.355 2.059915

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

6.529 3.088217

100
分の

80 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

― 6.126 2.958858

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

5.161 2.492763

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

4.585 2.214555



４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

3.957 1.911231

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

3.063 1.479429

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

4.592 2.217936

100
分の

70 

１ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 11.4％以上
の農作物共済加入

者

― 4.482 2.218590

２ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 7.9％以上
11.4％未満の農作
物共済加入者

3.777 1.869615

３ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 6.0％以上
7.9％未満の農作
物共済加入者

3.355 1.660725

４ 要領により算出し

た平成 10 年産か
ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％以
上 6.0％未満の農
作物共済加入者

2.895 1.433025

５ 要領により算出し

た平成 10 年産か
2.241 1.109295



ら平成 23 年産ま
での麦の被害率の

平均が 0.001％未
満の農作物共済加

入者

平成 24 年産の麦
以後新たに共済関

係の存することと

なる者

3.360 1.663200

麦２類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

交付農業者

115 円
交付農業者以外

18 円
ビール用麦

116 円
種子用麦

152 円

5.952 2.827200

100
分の

40 

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

同上 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

麦３類 法第 106
条第１項

100
分の

30 

交付農業者

130 円
5.952 2.827200



第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

40 

交付農業者以外

22 円
種子用麦

158 円

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

同上 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

麦４類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

交付農業者

146 円
交付農業者以外

32 円
種子用麦

171 円

5.952 2.827200

100
分の

40 

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

100
分の

20 

同上 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460



済金額と

する農作

物共済

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

同上 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168

法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

麦５類 法第 106
条第１項

第１号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

30 

― 5.952 2.827200

100
分の

40 

4.355 2.107820

100
分の

50 

3.038 1.515962

法第 106
条第１項

第２号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

20 

― 6.429 3.040917

100
分の

30 

4.236 2.054460

100
分の

40 

2.596 1.298000

法第 106
条第１項

第３号に

規定する

金額を共

済金額と

する農作

物共済

100
分の

10 

― 8.624 4.027408

100
分の

20 

6.122 2.907950

100
分の

30 

3.986 1.945168



法第 150
条の３の

３第１項

に規定す

る金額を

共済金額

とする農

作物共済

100
分の

90 

― 6.529 3.088217

100
分の

80 

4.592 2.217936

100
分の

70 

3.360 1.663200

注１ 交付農業者とは、経営所得安定対策実施要綱（農林水産省事務次官依命通知平

成 23 年 4 月 1 日付け 22 経営第 7133 号制定）第７の４の畑作物の直接支払交付
金の交付申請をするものをいう。

注２ 秋まき麦において、麦１類～４類に属しない共済目的の種類は麦５類とする。



津市告示第２５５号 

 下記の者の配当計算書謄本は、住所居所不明のため、送達することができな

いので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部特別滞納整理推進室

で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１１月１４日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 

○○ ○○○ 差押調書（謄本）、配当

計算書（謄本） 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２５６号 

 下記の者の配当計算書謄本、充当通知書は、住所居所不明のため、送達する

ことができないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部特別滞納整理推進室

で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１１月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 納期限変更告知書、津市

固定資産税都市計画税

督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２５７号 

 下記の者の市民税・県民税督促状は、住所居所不明のため、送達することが

できないので、地方税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２５年１１月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

松阪市松崎浦町 95-2 一般社団法人高齢者

福祉施設支援協会 

市民税・県民税督促状 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものと見なす。 



津市告示第２５８号 

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。 

  平成２５年１１月１５日 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

指定した工事店 

工 事 店 名 所   在   地 指  定  期  間 

ヤナギ設備 
志摩市浜島町桧山路

４７５番地 

平成２５年１１月１５日から 

平成２９年 ３月３１日まで 



津市公告第１７４号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年１１月１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年１０月２８日

２ 抑留期間 平成２５年１１月５日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市美杉町

下之川 
雑種 茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１７５号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画下水道事

業中勢沿岸流域下水道（雲出川処理区）の変更認可に係る図書の写しの送付が

ありましたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第

２項の規定により、次の場所において縦覧に供します。 

 平成２５年１１月１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市下水道部下水道政策課 































津市公告第１７７号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２５年１１月８日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２５年１１月１日

２ 抑留期間 平成２５年１１月１１日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市久居明

神町 
マルチーズ 白 雄 小型 

９１日

以上 
首輪なし 

２ 
津市河芸町

中別保 

フレンチブ

ルドッグ 
黒茶 雄 中型 

９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１７８号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２５年１１月８日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市水道局告示第６号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２５年１１月１１日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

ヤナギ設備 志摩市浜島町桧山路４７５番地 平成２５年１０月３１日 



津市水道局公告第１５号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２５年１１月５日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 











津市教育委員会告示第１２号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２５年１１月１日

  津市教育委員会

                        委員長 中 湖  喬

１ 招集の日時 平成２５年１１月５日（火） 午後５時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 津市八知公民館の使用料の変更等について



津市選挙管理委員会告示第７１号 

 津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙公報発行に関する規程の一部

を改正する告示を次のように定める。 

  平成２５年１１月７日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

   津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙公報発行に関する規程の

一部を改正する告示 

 津市議会の議員及び津市長の選挙における選挙公報発行に関する規程（平成

１８年津市選挙管理委員会告示第７号）の一部を次のように改正する。 

 第５号様式（その１）備考に次のように加える。 

  ５ 候補者の数により用紙の大きさ及び印刷の体裁を変更することがある。 

 第５号様式（その２）備考５中「規格」を「用紙の大きさ及び印刷の体裁」

に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２５年１２月１日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第７２号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２５年１１月７日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第７３号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官、最終住所及び生年月日を記

載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２項の規

定により告示する。

  平成２５年１１月７日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第７４号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項の規定により、

選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、次のとおり公表する。

  平成２５年１１月７日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 閲覧状況の期間  平成２５年１月１日から平成２５年１０月３１日まで

２ 閲覧状況     別添のとおり



平成25年10月31日現在
　　　　申出者の氏名又は名称
（法人の場合にあっては、名称及び
代表者等の氏名）

主たる事務所の所在地 委託者 利用目的の概要 閲覧に係る選挙人の範囲 閲覧年月日

三重県戦略企画部広聴広報室 三重県津市広明町13番地
ｅーﾓﾆﾀｰ（三重県が行う電子ｱﾝｹｰﾄ回
答者）の募集案内送付のため

全域より1070件
平成25年1月15日
　　　　　～17日

株式会社　百五経済研究所
代表取締役社長　雲井純

三重県津市丸之内9番18号 三重県戦略企画部企画総務課
「第２回みえ県民意識調査」対象者の無
作為抽出のため

全域より1529件 平成25年1月18日

社団法人　中央調査社
会長　西澤豊

東京都中央区銀座6丁目16番12号
株式会社　時事通信社
代表取締役社長　西澤豊

「時事世論調査」実施のための対象者
抽出

雲出長常町、雲出伊倉津町
のうち114件

平成25年3月13日

政治連盟三重隊友絆の会
会長　三石浩夫

三重県津市阿漕町津興1044-1 後援会名簿の異同を確認するため
第69、103、85投票区のうち
446件

平成25年4月15日

朝日新聞津総局
総局長　唐澤健治

三重県津市中央9-2

政治や選挙に関する有権者の意識を客
観的に測定、分析して報道し、もって公
選法第一条に定めるところの民主政治
の健全な発達を期する

第66、102投票区のうち20件 平成25年5月22日

社団法人　中央調査社
会長　西澤豊

東京都中央区銀座6丁目16番12号
株式会社　時事通信社
代表取締役社長　西澤豊

「時事世論調査」実施のための対象者
抽出

雲出伊倉津町、雲出島貫
町、雲出本郷町のうち114件

平成25年8月21日

社団法人　新情報センター
事務局長　平谷伸次

東京都渋谷区恵比寿1-19-5 財団法人　明るい選挙推進協会
第23回参議院議員通常選挙に関する意
識調査

高茶屋５丁目のうち18件 平成25年8月22日

㈱グリーンエコ
代表取締役　篠田綾美

大阪府大阪市中央区安堂寺町1-
3-12

三重県環境生活部文化振興課
「今後の文化行政のあり方に関する県
民意識調査」の調査対象者を抽出する
ため

全域より772件 平成25年8月27日

一般社団法人　共同通信社
社長　福山正喜

東京都港区東新橋1-7-1
日本世論調査会　面接世論調査の対象
者抽出のため

第20、26、35、73、106投票
区のうち60件

平成25年9月9日

株式会社　スクェア三重事業所
所長　鶴巻久美子

三重県津市島崎町137-49
三重県防災対策室防災企画・地域
支援課

「防災に関する県民意識調査」アンケー
ト依頼者を抽出するため

全域より748件
平成25年9月12日
　　　　　～13日

毎日新聞社
代表取締役社長　朝比奈豊

東京都千代田区一ツ橋1-1-1
毎日新聞社と埼玉大学が全国の有権者
を対象に実施する世論調査の調査対象
者を抽出するため

第19投票区のうち10件 平成25年9月30日

※　平成２５年１月１日以降の閲覧について記載

選挙人名簿の抄本の閲覧状況



津市選挙管理委員会告示第７５号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２において準用する

同法第２８条の４第７項の規定により、在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況に

ついて、次のとおり公表する。

  平成２５年１１月７日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 閲覧状況の期間  平成２５年１月１日から平成２５年１０月３１日まで

２ 閲覧状況     なし


